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地方自治体におけるコンピュータアプリケーション

の動向
Trends of Computer Usage to the LocalAdministration

現在,地方自治体では,その大半が業務処理にコンビュ【タを利用し,事務の合

理化･省力化に大きな役割を果たすに至っている｡しかし一一方,社会･経済情勢の

変化とともに地方行政二∽ズはますます複雑･多様化し,かつこのようなニーズに

対して迅速･適切な対応が強く望まれるようになってきた｡コンビュ”タの利用分

野でも,従来からの大量反復業務の拡人はもちろん,業務管理,予測･計画などの

高度利用が漸次行なわれつつある｡すなわち,行政事務の省力化･迅速化の｢量+

から先取り行政･計伸了行政としての｢質+の時代へ入ってきたと言える｡

この論文では,地方自i≠丁体のこのようなコンピュータ利用の変i窒を通して今後の

動向を考察し,幾つかの新しいアプリケーションを展望する｡

l】 緒 言

我が帽の地方自治体でのコンビュ"タの利用は,昭和35年

から始まり,その普及度は目覚ましく全国地方自治体の83.3%

にも達している｡昭和30年代の会計機,PCS(Punch Card

System)の初期から昭和40年半ばごろまでのコンピュータの

利用は,給与,税務などの大量反復業務が主体であった｡し

かし,近年のコンピュータの技術革新,あるいはその利用技

術の著しい発展とあいまって,地方行政の中で着実に伸び,

昭和50年代に入っては多角的行政を支援する手段として認識

されるに至った｡既に,一一部の自iデ?体では,地域社会のビジ

ョン作り,行･財政の施策作り,あるいは住民サービスとし

ての即時処理が行なわれている｡このような傾向は,行政需

要の増大とともに更に拡大するものと考えられる｡

同 地方行政でのコンピュータアプリケーションの動向

2.t コンピュータ利用の変遷

地方行政でのコンピュータ利用の変遷は,概略区‖に示す

とおりである｡給与,税務など大量反復業務が個々に機械化
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された第1段ド皆,個々に開発された業務処理を関連統合化

し,全体の効率化･省力化を行なう第2段階,更に行政情報

の一元的管手堅を行ない行政予測･計担j業務への二適用,あるい

は行政ネットワークシステムなど総合行政情報システム化を

目指す第3段階の三つに分けられる｡

2.2 コンピュータ利用の規1犬

現在のコンピュータ処理業務は,図2に示すとおりである1)｡

都道J存県では,給与,税務,人事管理を中心に,最近では公

害防止システム,税務オンライン化が進むとともに,計量経

済モデル,人口予測分析など予測計画業務への適用が行なわ

れてきている｡‾l‾榊r村では,住民税,固定資産税など税務事

務が多く,次し､で給与､上下水道などに利用されている｡ま

た,先進都市では税務オンライン,住民記録オンラインが行

なわれ始めている｡

2.3 今後のコンピュータ利用の展望

行政情報システムは,個々の部分的省力化から行政全体の

効率化のために利用されるようになってきた｡この方向は,｢行

四
●ネットワークシステム化

●DB(Date Base)/DC(Data
Communicatio【)

●漢字システム化

●予測･計画化

●分散処理方式化

●人口,財政予測･計画

●都市政策,行政需要予測･評価

●地域･環境情報

●都市経営システムなど

●オンライン化

●個別業務間の統合化

●ターンアランド化

●住民情報

●財務会計

●収納管理など

●事務計算の機械化

●大量反復事務の機械化

●人事給与

●自動車税

●住民税

●各種統計など

図l地方行政でのコンピュータ利用の変遷 各段階でのシステムの特長と主な適用業務を示す｡
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政システムの高度化+と｢行政システムの共有化+の二つ甲側

面をもち,高度化と共有化が有機的に結合されたとき,真に

行政の効率化が図られる｡地方行政全般の現象としては,上

記の側面を踏まえ,i欠のような方向にあると言える｡

(1)予測計画業務など高度なシステム化

従来の経験と勘による行政から,各種行政モデルをシミュ

レーションする計画･予測システム,公害監視,交通管制,

消防救急,病院システムのような複合システム化が行なわれ

るようになる｡

(2)行政情報の総合システム化

都道府=県や大都市の一部では,既に行･財政を中心に各部

門システム間の統合が行なわれ,総合行政システムとして開

発されつつある｡この傾向は市町村でも同様であるカモ,行政

の性格から住民情報システムの構築が最も多く,一矢いで地域,

内部情報システムの統合化が図られて行く｡

(3)集中方式から分散方式

中央システムですべての業務を集中処理する方法から,コ

ンピュータの処理能力,あるいは人的能力の負荷を分散させ,

提供形態

図2 地方自)台体における

コンピュータ処理業務･

地方自ブ台体のコンピュータ処玉里業

務は,税関係を中心に実施され,

今日その利用分野はますます多様

イヒしてきている｡

現場に即したきめ細かな仕事を思いどおりに処理する分散化

が一部指向されて行く｡既に,収納,財務部門を中心に分散

化が行なわれつつある｡

次章以降,幾つかの新しいアプリケーションを事例を含み

展望する｡

田 行政情報データベースシステム2)

3.1 システムの概要

行政情報データベースシステムは,多種多様の膨大な行政

データを,項目,地域,時系列別に蓄積し.必要なデータを

検索し,主として行政計画立案･業務遂行に必要な判断のた

めの資料を迅速に提供できる情報システムである｡

一最近,地方自治体を取り巻く環境はますます複雑･多様化

し,このような環境の変化に対応して,よr)効率的な行政運

営や行政計画立案を推進して行くためには,複雑･多岐にわ

たる膨大な行政データの中から必要な情報を適切に選択し,

有効に利用しなければならなくなってきている｡行政情報デ

ータベースシステムは,これまでバラバラに収集,利用され

処理形態
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図3 行政情報データベースシステムの機能と構成 行政データの入力から提供までの機能と,構成の概要を示す｡
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てきた行政データを体系的に蓄積し,上記のような行政課題

に寄与することを目的に開発されたものである｡

3.2 システムの機能と構成

図3に,システムの機能及び構成を示す｡

3.3 特 長

行政情報データベースシステムは,｢行政実務担当者+が,

｢膨大な行政データ+を,｢多様な行政計画立案などの行政課

題+に利用するものであー),次に述べるような特長がある｡

(1)システムの利用(手順,操作など)が容易である｡

利用者にコンピュータの知識がなくても手軽に利用できる｡

また,行政課題の特性に応じてデータの加工,分析ができる

ように,マンマシンシステムの即時処理と,一度に大量のデ

ータ処理が可能な非即時処理の二つの処至里形態をサポートし
ている｡

(2)あらゆる行政データを取り扱える｡

項目,年,地域に集約された行政データを,データ値とデ

【タ構造部に分離することにより,デ【タ構造の追加,変更

や,データの時系列的追加蓄積に十分耐えられるようになっ

ている｡

(3)システムの機能拡大,充実が容易である｡

多様な行政課題と将来の変化に即応できるように,加工,

分析機能の拡充や,将来予測などの高度分析の処理が接続で

きる柔軟なシステム構造となっている2)｡

【】 税務オンラインシステム

4.1 システムの概要

市町村でのオンラインの実施団体は,全体の約3%1)と少

ないが,最近では税務行政を中心にオンライン化が普及しつつ

ある｡税務分野では,古くから課税計算,納税通知書作成,

ーオンラインシステムー
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証 明 書 発 行

土地･家屋課税台帳兼名寄

せ帳の発行及び照会

土地･豪屋異動連絡票発行

土地･家屋マスタ照会

●課税台帳兼名寄せ帳
●物件証明書
●評価証明書
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消込など事務の省力化が行なわれてきた｡しかし,最近急増

する行政需要のもとで,正確かつタイムリーな行政情報の提

供,活用が行政需要への効率的対応,あるいは住民サービス

の質的向上という面から不可欠なものとなりつつある｡税務

オンラインシステムはこのようなニーズに即し,住民記録シ

ステムを中核に,賦課一異動一収納と体系化された税務シス

テムとの統合から成り,最新の情報に基づき,納税･課税証

明書の即時発行,収納状況の即時照会など,窓口事務の効率

化,住民サービスの質的向上を図るものである｡

4.2 システムの寸幾能と構成

税務オンラインシステムは,図4に示すように照会と証明書

発行処理.に大別され,その内答は次に述べるとおりである｡

(1)市町村税収納状況照会

市県民税(普通徴収),固定資産税,軽自動車税及び国民健

康保険税の現年度,滞納繰越分を対象に照会する｡

(2)上下水道収納状況照会

上下水道の現年度分,過年度未収分を対象に照会する｡

(3)固定資産税諸証明発行/照会

(a)物件,評価,課税の各証明書発行と照会,(b)上地･家屋

課税台帳兼名寄せ帳の発行と照会,(C)土地･家屋異動連絡票

の発行と,土地一筆･家屋一棟マスタの照会を行なう｡

4.3 特 長

税務オンラインシステムの主な特長は次に述べるとおりで

ある｡

(1)住民情報と税情報の有機的結合(すなわち,情報の重複

の排除と異動処理の正確･容易化)

(2)税務行政での賦課から収納,証明発行及び照会までの一

貫したトータルシステム化

(3)オンライン検索は,氏名,住民コード,各業務のマスタ

････････--･-･パッチシステム･-･････････････

氏名索引

ファイル

住 所
ファイル

市 町 村 税
名寄せファイル

市町村税
収納マスタ

市町村税
収納情報

物件索引77イル

新税管理者

対応ファイル

名 寄せ
ファイル

土地物件ファイル

家屋物件ファイル

土地一筆マスタ
家屋一棟マスタ

上下水道
名寄せマスタ

上下水道
収納マスタ

上下水道
収納情報

●課税証明書
●証明手数料納入通知書兼 -H一糾15ビデオデータシステム････一
領収証書

●土地･家屋異動連絡粟

国4 税務オンラインシステム構成 オンラインはVDT(ビデオデータターミナル)を使用し,会話形

式で照会,証明書の発行を行なう｡
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事業所異動

佳辰登組まか異払

住民移動
処 理

更正処理
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図5 漢字住民情報オンラインシステムの概要 漢字端末装置により住民票写しの発行を中心に,住

民サービスの質的向上,窓口事務の軽減化が図られる｡

キー(納税通知書番号,冊番･整理番号など)から行なう｡

(4)端末の操作性が容易(メニュー方式,名寄せによる収納

二快音妃の一括表示)

8 漢字住民情報システム

5,1 漢字システム利用の背景

地方自治体では,コンビュ【タの文字情報は片仮名文字が

主流をなしている｡近年,漢字出力が実現されるに及び従来

の片仮名文字に対して;火のような不満が表面化してきた｡す

なわち(1)読みにくい,(2)見にくい,(3)理解しにくい,等々

である｡特に,住民と密着した情報である住民情報システム

による各種通知書,住民票の写し,税などの諸証明に対して

は,住民への情報サービスの向上と言った点から,漢字交じ

りの文字情報は不可欠の要素となりつつある｡図5に窓口で

の漢字住民情報オンラインシステムの概要を示す｡

5.2 漢字システムの特長と期待される効果

漢字システムの導入に当たっての特長は,従来の片仮名シ

ステムにできるだけ影響を与えないように,漢字の必要な住

所,氏名などをマスタファイル中に片仮名と合わせもち,変

更の都度トランザクションにより修正を行ない,業務処理中

は漢字を意識せず,出力編集時に帳票フォーマットを意識し

出力する点にある｡また,その期待される直接的,間接的効

果としては,i大のことが挙げられよう｡

(1)文字情報として｢見やすさ+｢理解しやすさ+

(2)台帳管理の容易さ

(3)データ精度の向上

16

険

保

問合せ/応答

年

KVDT
KPR

金

国民健康保険証
国民年金手帳など

関係落

書類申請
問合せ

注:略字説明

KVDT=漢字ビデオデータターミナル

KPR =漢字プリンタ

KLP
二=漢字ラインプリンタ

(4)出力内容がより†三i一三民の間に浸透する(住民対話のパイプ

が広がる)など｡

5.3 今後の展開

地方白子fi体での漢字処理化は宛名利用として開発され始め

たが,今後住民情報処理を中核に,内部Jけテ報処理,地域情報

処理へとき莫宇化が展開され,行政事務の効率化を高めるだけ

でなく,行i牧施策に貢献できる十1乍幸艮システムとなるであろう｡

しかし,そのためには,外字の取扱い,法･条例の改訂,ハ

ードウェア,ソフトウェアの拡充など,今後解決しなければ

ならない問題が多い｡

l司 結 言

以上,地方自治体でのアプリケ【ションの動向を幾つかの

最近の事例を加味しながら述べたが,今後更に,コンピュー

タテクノロジーの発展とともに,そ♂〕封J用もより高度化され

て行くものと思われる｡特に,漢字,画像を利用したシステ

ム,例えば住民票,印鑑票のシステム化が考えられている｡

現状では多くの問題もあるが,住民と密着した行政事務で,

かつ行政の根幹を成しているものであるだけに,早期にコン

ピュータ化が望まれる分野である｡
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